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電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップ 

平成 25 年 10 月７日  

環   境   省 

１．ロードマップ策定の背景 

産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）制度は、排出事業者が産業

廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称・数量等の情報を記載したマニフ

ェストを処理業者に交付し、処理終了後に処理業者よりその旨を記載したマニフェ

ストの写しの送付を受けることにより、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物につ

いて、排出から最終処分までの流れを一貫して把握・管理し、排出事業者としての

処理責任を果たすための制度である。平成９年の廃棄物処理法の改正により、紙製

のマニフェストを交付する代わりに、記載内容を電子データとして情報処理センタ

ーを介して、ネットワーク上でやりとりすることを可能とする電子マニフェスト制

度が創設された。 

 電子マニフェストは、排出事業者や産廃処理業者にとって情報管理の合理化につ

ながるのみならず、偽造がしにくく、廃棄物処理システムの透明化、都道府県等の

監視業務の合理化、不適正処理の原因究明の迅速化等を図ることができるなどメリ

ットが大きい。 
その一方、利用に当たっては、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の３者が電

子マニフェストに切り替えることで初めて機能すること、マニフェストの交付枚数

の少ない排出事業者（以下｢少量排出事業者｣という。）や小規模の産廃処理業者にと

っては、利用料金の割に導入メリットが小さいと捉えられ、導入を躊躇しているこ

と等から、その利用が進みにくい状況である。  
これまでの電子マニフェストの普及促進のための取組としては、平成 24 年４月

に少量排出事業者の利用料金の引き下げによる経済的負担の軽減を図るため、少量

排出事業者が加入しやすい料金体系に改めたところである。また、利用者の改善要

望を取り入れて利便性を向上させるためのシステム改善を行ったほか、排出事業者

や処理業者に対して説明会を行うなどの取組を進めてきた。その結果、普及率は着

実に上昇してきたものの、平成 24 年度末における普及率は約 30%にとどまってい

る。 

 こうした状況のもと、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置

法の一部を改正する法律案に対する参議院環境委員会附帯決議（平成 24 年 6 月 18
日）において、「産業廃棄物の適正処理の確保を図るため、電子マニフェストの普及

拡大に向けて、普及率 50%以上の数値目標を設定し、その早期達成に積極的に取り
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組むこと」とされ、さらに同法案に対する衆議院環境委員会附帯決議（平成 24 年 8
月 7 日）においても「電子マニフェストの普及拡大に向けて、普及率 50%以上の数

値目標を設定し、その早期達成に向けロードマップを速やかに作成すること」とさ

れた。 
これを受け、本年５月に閣議決定された第三次循環型社会形成推進基本計画にお

いて、電子マニフェストの普及率（利用割合）を平成 28 年度において 50％に拡大

することを目標に掲げたところであり、今般、この目標を達成するためのロードマ

ップを策定したものである。 
  
２．達成すべき目標 

 平成 28 年度において電子マニフェスト普及率（利用割合）を 50%とする。 
 

３．目標達成のための取組 

 普及目標を達成するためには、新たな手法を導入した普及促進策を講じるととも

に、これまで効果が高かった普及促進策を一層充実させることが必要である。併せ

て、電子マニフェストの利便性及びサービスの向上を図ることで、加入者が利用し

やすい環境を整備する必要がある。 
 このため、廃棄物処理法第 13 条の２に基づく指定を受けた情報処理センターと

連携し、以下の取組を行う。 
（１）排出事業者の加入促進 

  普及率を上昇させるためには、加入者数の増加に重点を置いて、普及促進策を

効率的に展開させる必要があるため、以下の取組を行う。 
（ア）多量排出事業者に対する重点的加入促進 

   マニフェストの交付枚数の多い排出事業者（以下「多量排出事業者」という。）

の多い都道府県や電子マニフェストの普及に熱心な自治体と連携し、説明会を

開催するとともに、多量排出事業者の割合が高い建設業、製造業等の業界団体

を通じて、多量排出事業者の加入促進を図る。 
 （イ）少量排出事業者に対する加入促進 

   少量排出事業者は数が多いため、各企業に対して個別にアプローチするより、

業界団体を通じて、個別の事業者に加入を働きかけることが効果的である。そ

のため、業界団体等と共同説明会を実施するなどにより、少量排出事業者の加

入促進を図る。 
（２）行政機関の利用促進 
  国、地方公共団体等の行政機関の事務及び事業において積極的に電子マニフェ 
ストを活用することで、民間事業者における導入の契機にもなり、利用率を上昇 
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させることが期待できるため、関係行政機関に対して、活用の促進を図るよう働 
きかけを行う。 
（ア）公共工事における利用促進 

国、地方公共団体等が発注する公共工事での電子マニフェストの利用を促進

するため、公共工事の所管府省、都道府県等の廃棄物担当部局、入札・契約の

担当部局等との連携を強化し、公共工事の発注部局に対し、電子マニフェスト

の率先的な活用を要請する。 
（イ）行政機関の産業廃棄物処理委託契約における利用促進 

平成 25 年３月に環境配慮契約法の新たな契約類型として「産業廃棄物の処

理に係る契約」が追加された。これにより、国及び独立行政法人等が産業廃棄

物の処理委託契約を締結する際には、環境配慮への取組状況、電子マニフェス

トの加入等を含む優良産廃処理業者認定制度の優良基準への適合状況等を評

価し、一定基準を満たした事業者に入札参加資格を与える裾切り方式による環

境配慮契約を推進することとされ、地方公共団体も産業廃棄物の処理委託契約

において環境配慮契約の推進に努めることとされた。  
今後は、国、独立行政法人及び地方公共団体の入札担当部局に対し、産業廃

棄物の処理に係る契約において、電子マニフェストの利用及び環境配慮契約を

積極的に推進するように要請し、産業廃棄物の処理委託に係る入札において、

電子マニフェストの加入者が有利になる環境を整備することで、加入のインセ

ンティブを高めていく。 
（３）電子マニフェストの利便性向上のためのシステム改善 

電子マニフェストの利便性の改善や利用者サービスの向上は、加入のインセン

ティブを高め、利用件数の拡大を支える重要な要素となる。そのため、利用者か

らの要望が多いものを随時システムに反映させ、加入者がさらに利用しやすいシ

ステムに改善していく。当面は、以下のシステム改善に取り組む。 
（ア）収集運搬終了報告における利便性向上 

小規模の産業廃棄物収集運搬業者の参加を促すため、収集運搬終了報告にお 
ける利便性を向上させる。具体的には、収集運搬業者の情報を入力した IC カ

ードと携帯端末機を活用することにより、収集運搬業者がシステム上で簡単か

つ確実に収集運搬終了報告ができるようにする。 
（イ）新 EDI システムの構築 

 EDI （Electronic Data Interchange、電子データ交換）システムは、加入

者と情報処理センターのサーバー間でインターネットを利用して電子マニフ

ェスト情報の授受を行う方式であり、加入者による自由な設計でシステムを構

築できるため、電子マニフェスト情報の登録等を効率的に行うことができる。 
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 ただし、現行の EDI システムは、加入者側に情報通信のセキュリティが確

保された通信網の構築と接続テスト等の実施のための専門的知識が必要とな

っているため、今後は、加入者側の負担を減らし、簡単に多量のマニフェスト

情報の授受を行うことができる新 EDI システムの開発を進める。 
（ウ）スマートフォン等に対応したシステム開発 

現行の電子マニフェストシステムの大部分の機能は、近年急速に普及してい 
るスマートフォンやタブレット端末では利用できない。そのため、今後主流と

なるこれらの機器でも電子マニフェストが利用できるように機能単位での見

直しを図り、新機種への対応を含めた追加開発を行う。 
（４）普及促進策の充実 

 （ア）啓発資料等を活用した普及啓発 

  電子マニフェストシステムの仕組みや利用のメリット等について、ポスター

やリーフレット等を作成して啓発資料の充実を図り、展示会等への出展、産廃

情報ネット等へのバナー表示等を通じて広報し、これまで講じてきた普及促進

の取組を一層充実させる。また、操作や手続きに関する疑問等に回答するサポ

ートセンター機能をさらに充実させ、利便性の向上を図る。 
 （イ）電子マニフェスト研修会の実施 

  地方公共団体、業界団体等と連携して、電子マニフェストのメリットや運用

方法の周知を図るために、産業廃棄物排出量の多い事業者等を対象に実施して

きた電子マニフェスト研修会について、導入効果の高かった運用事例等の発表

を行い、新規加入及び既加入者の利用促進を図る。 
 （ウ）電子マニフェスト操作講習会の実施 

インストラクターを派遣してこれまで全国各地で実施してきた電子マニフ

ェストの操作講習会については、受講ニーズが高かったことから開催回数をさ

らに増やし、加入を検討している多くの事業者等に対して、操作を体験しても

らう機会を提供する。 
 （エ）普及キャンペーンの実施 

電子マニフェストの加入に係る経済的負担の軽減は、加入促進の一助となる

ため、期間を限定して加入料等の免除を含む電子マニフェスト加入促進キャン

ペーンを実施する。 
 

４．進捗管理等 

 策定したロードマップについては、毎年度末、取組内容についての進捗管理を行

い、必要に応じて見直しを行うものとする。また、紙・電子を問わず、マニフェス

ト制度全体が適切に運用されているかについて総点検を実施する。  
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